
特定任期付職員の募集について 

 

内閣サイバーセキュリティセンターでは、政府機関及び独立行政法人等のサイバーセキュリテ

ィに関する監査、政府機関等のサイバーセキュリティ対策に係る調査分析・対策の普及促進等の

制度・監督ユニットにおける業務に従事する特定任期付職員を募集します。 

 

１．応募資格 

以下の全ての要件を満たす者 

○ 大学卒業以上の学歴を有すること。 

○ 情報システムのシステム監査またはセキュリティ監査に関する一定の実務経験（３年以上）

を有するとともに、その他セキュリティ分野に関する実務経験とあわせて概ね１０年以上の

セキュリティ分野における実務経験を有している者。なお、「政府機関等のサイバーセキュリ

ティ対策のための統一基準群」や ISO/IEC27000シリーズ規格など情報セキュリティマネジメ

ントに関する基準に従事した実務経験を有している者が望ましい。 

○ ＣＩＳＳＰ、ＣＩＳＡ、ＣＡＩＳ（公認情報セキュリティ主任監査人や公認情報セキュリ

ティ監査人）の資格を有し、又は情報処理安全確保支援士若しくは情報処理技術者試験（高

度試験区分）のいずれかに合格している者（これらと同程度以上のＩＴ・セキュリティに関

する資格を有している者、これらと同等の能力を有していると認められる者を含む。）。 

○ 当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。 

 

※ なお、以下に該当する方は、応募できませんのでご了承ください。 

（１）日本国籍を有しない者 

（２）国家公務員法第３８条の規定により国家公務員になることができない者 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその刑の執行猶予の期間中の者

その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

・ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い者 

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し、又はこれに加入した者 

（３）平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因

とするもの以外） 

 

２．採用予定人数 

若干名 

 

３．採用予定期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの１年間 

（職務の状況によっては、５年を超えない範囲で任期更新もあり得ます） 

※ 採用日は、別途調整可能です。 

 

４．勤務地 

東京都港区赤坂２－４－６ 

 



５．待遇等 

（１）採用形態 

「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」により、任期付の国家公務員

として採用します。給与は、これまでの経歴等を考慮の上決定します。 

採用後は、サイバーセキュリティ監査官として勤務していただきます。 

（２）勤務時間・休暇等 

・ 勤務時間 

通常の勤務時間は、午前９時３０分から午後６時１５分です。（昼休み１時間を含む。

土、日、休日を除く。） 

・ 休暇 

年次休暇（年２０日。年の途中で新たに職員となった場合には、その年の在職期間に

応じて決定。残日数は、２０日を限度として翌年に繰越し）のほか、特別休暇、病気休

暇、介護休暇等があります。 

 

６．選考方法 

１次選考：書類審査 

２次選考：面接（時期：令和６年１１月中旬～１２月中旬頃、場所：内閣サイバーセキュリテ

ィセンター） 

※ １次選考の結果、２次選考を行うこととなった方のみ、２次選考の日時等を連

絡します。 

 

７．応募方法 

次の書類を応募期限までに、下記の提出先までお送りください（必着）。 

書類審査の結果については、令和６年１２月５日（木）までに合格者に対し連絡します。（こ

の日までに連絡がない場合には、書類審査の結果が不合格となりますので、ご了承ください） 

※ 応募書類の提出に応じ、応募期限前であっても随時選考を行います。 

（１）提出書類 

① 履歴書（学歴や職歴が網羅されているもの（様式自由）。写真貼付のこと。） 

② 職務経歴書（これまでの職務経歴について、期間、業務内容（担当業務の詳細、実績

等）や役職等が記載されたもの（様式自由）。） 

③ ＩＴ・セキュリティに関する資格を有する場合には、その証書の写しを添付 

④ 戸籍謄本１通（発行日から３ヶ月以内のもの） 

⑤ 研究成果、執筆論文等がある場合は、その写し（最近のもの３点以内） 

（２）その他 

① 戸籍謄本は、受験者の日本国籍の有無を確認するために提出を求めるものです。 

② 提出いただいた応募書類は返却しません。 

③ 応募書類に記載されている個人情報は、職員の採用のために使用し、他の目的には使

用いたしません。 

（３）応募期限 

〈郵送の場合〉 

令和６年１１月２８日（木）必着 

〈メールの場合〉 

令和６年１１月２８日（木）１２時００分受信分まで有効 



（４）提出先及び問い合わせ先 

〈郵送の場合〉 

〒１００－００５２ 

東京都港区赤坂２－４－６ 

内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター 人事担当 竹澤、菱田 

※ 封筒の表に「特定任期付職員応募（制度・監督ユニット）」と必ず朱書きしてくださ

い。 

〈メールの場合〉 

nisc_jinji_saiyo★cyber.go.jp （★は＠に置き換えてください。） 

※ メールの件名は「特定任期付職員応募（制度・監督ユニット）」としてください。 

※ 履歴書、職務経歴書のファイル名は「履歴書（氏名）」、「職務経歴書（氏名）」として

ください。ファイル形式はワード、エクセル又は PDFでお願いします。 

（５）問い合わせ先 

内閣サイバーセキュリティセンター 人事担当 竹澤、菱田 

電話（代表）０３－５２５３－２１１１（内線：８７１３２） 

 

８．備 考 

（１）最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先

を退職していただく必要があります（休職は不可）。 

（２）採用内定者には、健康診断を受診（自己負担により任意の医療機関で実施）していただ

きます。 

（３）面接に伴う交通費等の経費は自己負担となります。 

 


